
 

重 要 事 項 説 明 書（介護保険事業） 

１  社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団  児島居宅介護支援センターの概要 

(1) 事 業 所 名    社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団  児島居宅介護支援センター 

(2) 所  在  地    倉敷市児島小川町３６８１－３ 倉敷市役所児島支所６階 

(3) 事 業 所 番 号        ３３７０２０２３４７ 

(4) 介護支援地域      倉敷市 児島区域 

(5) 介護支援提供時間等  月曜日から金曜日 午前９時～午後５時 

                        ただし、国民の祝日及び１２月２９日から１月３日は除く 

(6) 職員体制       管理者 １人(主任介護支援専門員)、介護支援専門員 7人 

(7) 事業所の特性     特定事業所加算（Ⅱ）取得事業所であり、質の高いケアマネジメントを

行う公正中立な事業所です。また、２４時間連絡可能な体制を確保し、介

護支援専門員実務研修の見学実習生を受け入れ実務研修を行います。 

                          

２  利用料金等      （国の定める基準額・単位数×１０円） 

 (1) 居宅介護支援費     要介護１，２    １，５０７単位  

(特定事業所加算(Ⅱ)４２１単位を含む。) 

              要介護３，４，５  １，８３２単位  

(特定事業所加算(Ⅱ)４２１単位を含む。) 

  (2) 医療連携加算     入院時情報連携加算（Ⅰ）２５０単位 

                            入院時情報連携加算（Ⅱ）２００単位 

 (3) 退院・退所加算     

 カンファレンス参加無 カンファレンス参加有 

連携１回 ４５０単位 ６００単位 

連携２回 ６００単位 ７５０単位 

連携３回 × ９００単位 

(4) 通院時情報連携加算             ５０単位 

 (5) 緊急時等居宅カンファレンス加算      ２００単位 

  (6) 初回加算                  ３００単位 

 (7) ターミナルケアマネジメント加算      ４００単位 

  (8) 介護職員等処遇改善加算      所定単位数の２．１％ 

※ 介護保険が適用される場合は、利用料を支払う必要はありません。 

（全額介護保険により負担されます。） 

※ ただし、介護保険料の滞納等で給付制限を受けて法定代理受領サービスを受けることが出来ない

場合は、料金をいただきます。指定居宅介護支援提供証明書を発行いたします。 

後日、倉敷市役所介護保険課窓口にて、差額の払い戻しの手続きをすることができます。 

 

３ 当事業団の運営方針 

(1) 利用者の方々に対し、可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営

むために、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位置



付けた理由を求めることが可能であることを説明し、必要な居宅サービスが適切に利用できるよ

う、居宅サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

(2) 居宅サービス計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、福祉サービス事業

者等との連絡調整その他の便宜を提供します。 

(3) 利用者の方々に対し、意思、人格を尊重し、常に利用者の立場に立った運営を行います。 

(4) 平時から医療と介護の連携を促進し、主治医や各連携事業所との情報共有や収集に努めます。 

(5) 障がい福祉サービスを利用してこられた方が介護保険サービスを利用される場合等は、障がい福

祉制度の相談支援専門員との密接な連携に努めます。 

(6) 事業所は自ら提供した居宅介護支援の評価を行い、常にその改善を図ります。 

 

４ 苦情処理 

(1) 利用者からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置して 

おります。苦情は面接･電話･書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 

(2) 苦情があった場合は、直ちに利用者等と連絡を取り、事情を聞き苦情の内容を把握する。担当者

は、その場で対応可能なものであっても、管理者と相談したうえで利用者に対応します。 

(3) 管理者は、担当者及び他の職員と、苦情の処理に向けた検討会議を行います。 

(4) 検討会議の結果を基に、処理結果をまとめ、管理者は速やかに具体的な対応を指示します。 

(5) 受け付けた苦情については，内容、考えられる原因、処理方法、対策などを「相談・苦情処理票」 

に記録し、処理票はその後の業務改善に役立てます。 

(6) 討議された苦情に関してはその結果、事業者側に手落ちがあった場合は謝罪するとともに、処理

方法、対応策などを利用者に口頭又は書面をもって説明を行い、確認･同意を得ます。 

(7) 管理者は、利用者からの苦情に対して倉敷市、岡山県国民健康保険団体連合会が行う調査に協力

し、また指導･助言に従って必要な改善を行ないます。 

(8) 苦情の内容が他の事業所である場合は、当該事業所の管理者と速やかに連絡を取り、事業の内容、

苦情の内容などについてよく話し合い、必要な処置を講じます。 

 

５ 窓口業務、苦情対応、緊急連絡先 

(1) 電話等   児島居宅介護支援センター   電 話(０８６)４７４－２４０４   

ＦＡＸ (０８６)４７４－２４１１ 

(2) 受付時間  月曜日から金曜日  午前９時～午後５時まで 

               ただし、国民の祝日及び１２月２９日から１月３日は除く 

(3) 緊急連絡先 上記以外の時間での緊急時連絡先  (０９０)４１００－０９３９の専用携帯電話 

(4) 担当者    

          

６ その他の苦情 次の公的機関においても、苦情申請ができます。 

  倉敷市役所・介護保険課    電話(０８６)４２６－３３４３ ８時３０分～１７時１５分まで 

(月～金、祝日、１２/２９～１/３を除く) 

    岡山県国民健康保険団体連合会 電話(０８６)２２３－８８１１ ８時３０分～１７時００分まで 

(月～金、祝日、１２/２９～１/３を除く) 

７ 事故発生時の対応  

  居宅介護支援の提供を行っている時に事故が発生した場合には、速やかに主治医に連絡をとるな   

ど必要な措置を講じます。 

 

管理者 平田 貴美子 



８ 賠償責任 

  居宅介護支援の提供を行っている時に、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命身体、又

は財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

 

９ 虐待の防止 

  事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のために、下記の必要な対策を講じます。 

  （1）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  所長  平田 貴美子  

  （2）成年後見制度の利用を支援します。 

  （3）苦情解決体制を整備しています。 

  （4）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

   (5)虐待を受けたと思われる利用者等を発見した場合の自治体への速やかな通報及び必要な措置 

の実施並びに自治体が行う調査に協力します。 

     (6)定期的に開催される虐待防止及び身体拘束等適正化委員会へ出席及びその結果について職員 

へ周知徹底します。 

 

10 身体拘束等の禁止 

  事業者は、サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない 

場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という）を行わな 

い。 

   (1)事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身 

の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 

     (2)定期的に開催される虐待防止及び身体拘束等適正化委員会へ出席及びその結果について職員 

へ周知徹底します。 

     (3)職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

    

11 秘密保持 

(1) センターの職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしません。またその職を退

いた後も同様とします。 

(2) センターの職員は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報 

を用いる場合は、当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るようにします。 

 

12 ハラスメント対策 

（1） 事業者は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境つくりを目指しま

す。 

（2） 利用者居呼びその家族が事業所職員に対し行う、暴力・暴行・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行

為、セクシャルハラスメント等の行為については、事実確認の上、改善を求め、それでも解消

されない場合は契約を解除する場合があります。 

 

13  重要事項説明者  社会福祉法人倉敷市総合福祉事業団  職名  

            理事長  藤澤 徳久  

                             氏名  

                             

介護支援専門員 

 



   

 

 

 

私は、契約書及び本書面により、居宅介護支援の重要な事項について説明を受け納得したので、社会

福祉法人倉敷市総合福祉事業団の居宅介護事業の提供を開始することに同意します。 

  また、倉敷市総合福祉事業団が他の福祉サービス事業者に対し、サービス利用にあたり、私及び家族

の必要な情報を提供することに関して同意します。 

 

令和    年    月    日 

                                     

利用者  住所   倉敷市                                        

 

氏名                                         

 

 

代筆者 住所                                            

 

氏名                                 （続柄       ） 

 

 

家 族 住所                                             

 

氏名                                 （続柄       ） 

                 

                

立会人 住所                                            

 

氏名                                 （続柄       ） 


